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�

月

４

日

号

で

は

令

和

６

年

秋

の

褒

章

・

叙

勲

に

お

け

る

税

務

関

係

の

受

章

者

を

掲

載

す

る

予

定

で

す

。

電

子

版

で

は

褒

章

を

２

日

、

叙

勲

を

３

日

に

配

信

す

る

予

定

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

公

益

財

団

法

人

日

本

サ

ッ

カ

ー

協

会

の

国

税

庁

広

報

大

使

へ

の

任

命

式

を

開

催

し

た

。

　

任

命

式

で

は

、

奥

達

雄

長

官

が

同

協

会

の

宮

本

恒

靖

会

長

へ

委

嘱

状

を

交

付

。

奥

長

官

が

、

「

税

務

行

政

に

と

っ

て

、

広

報

は

大

変

大

事

な

仕

事

だ

と

思

っ

て

い

ま

す

。

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

」

と

述

べ

、

委

嘱

を

受

け

た

宮

本

会

長

は

、

「

し

っ

か

り

勤

め

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

」

と

笑

顔

で

応

え

た

。

　

そ

の

後

、

奥

長

官

と

宮

本

会

長

は

、

イ

ー

タ

君

の

ぬ

い

ぐ

る

み

と

「

Ｋ

Ｏ

Ｋ

Ｕ

Ｚ

Ｅ

Ｉ

５

９

０

１

」

の

背

番

号

・

ネ

ー

ム

が

入

っ

た

日

本

代

表

の

ユ

ニ

フ

ォ

ー

ム

を

交

換

し

た

＝

写

真

。

　

宮

本

会

長

は

、

「

税

金

は

、

社

会

を

発

展

さ

せ

て

い

く

た

め

に

、

国

民

が

し

っ

か

り

納

め

る

会

費

の

よ

う

な

も

の

。

サ

ッ

カ

ー

協

会

も

、

サ

ッ

カ

ー

を

通

じ

て

社

会

の

発

展

に

貢

献

す

る

こ

と

を

う

た

っ

て

い

る

の

で

、

共

鳴

す

る

も

の

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。

青

少

年

の

租

税

教

育

や

、

ス

ム

ー

ズ

に

確

定

申

告

が

で

き

る

税

務

の

デ

ジ

タ

ル

化

な

ど

を

い

ろ

い

ろ

な

場

所

で

お

伝

え

で

き

れ

ば

と

思

い

ま

す

」

と

抱

負

を

語

っ

た

。

　

国

税

庁

が

、

広

報

大

使

を

任

命

す

る

の

は

初

め

て

。

　

同

庁

は

、

「

サ

ッ

カ

ー

に

は

、

共

感

に

よ

っ

て

人

と

人

を

つ

な

ぎ

合

わ

せ

る

強

い

力

が

あ

る

。

税

も

、

社

会

の

人

々

の

理

解

と

協

力

に

よ

っ

て

支

え

ら

れ

、

税

務

行

政

を

円

滑

に

遂

行

し

て

い

く

に

は

、

広

く

共

感

を

得

る

こ

と

が

重

要

。

青

少

年

に

対

す

る

租

税

教

育

を

は

じ

め

、

税

の

啓

発

活

動

を

推

進

し

て

い

く

に

当

た

り

、

人

と

人

を

結

び

つ

け

る

サ

ッ

カ

ー

の

力

を

貸

し

て

い

た

だ

き

た

い

」

と

し

て

い

る

。

　

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

で

上

場

株

式

等

を

保

有

し

て

い

る

者

が

、

給

与

等

の

支

払

者

か

ら

の

転

任

の

命

令

等

の

「

や

む

を

得

な

い

事

由

」

に

よ

り

出

国

す

る

場

合

、

あ

ら

か

じ

め

手

続

を

行

う

こ

と

に

よ

っ

て

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

口

座

で

保

有

す

る

株

式

等

に

つ

き

、

最

長

５

年

ま

で

で

あ

れ

ば

引

き

続

き

非

課

税

の

適

用

を

受

け

る

取

扱

い

が

令

和

元

年

度

税

制

改

正

で

整

備

さ

れ

た

。

た

だ

、

こ

の

取

扱

い

の

有

無

は

金

融

機

関

に

よ

っ

て

異

な

り

、

自

身

が

口

座

を

開

設

し

て

い

る

金

融

機

関

が

非

対

応

で

あ

れ

ば

、

適

用

で

き

な

い

。

金

融

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

金

融

機

関

に

顧

客

の

利

便

性

向

上

の

観

点

か

ら

各

種

対

応

を

す

る

よ

う

求

め

た

。

　

も

と

も

と

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

口

座

保

有

者

が

海

外

転

勤

等

に

よ

り

一

時

的

に

出

国

す

る

場

合

、

す

で

に

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

口

座

で

保

有

し

て

い

る

商

品

は

課

税

口

座

に

払

い

出

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

、

ま

た

、

帰

国

後

も

い

っ

た

ん

課

税

口

座

に

払

い

出

さ

れ

た

商

品

は

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

口

座

に

戻

す

（

移

管

す

る

）

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

こ

う

し

た

問

題

に

対

処

す

る

た

め

、

元

年

度

税

制

改

正

で

、

海

外

転

勤

等

に

よ

り

一

時

的

に

出

国

す

る

場

合

で

も

、

最

長

５

年

間

は

引

き

続

き

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

口

座

で

の

保

有

を

可

能

と

し

た

（

現

行

の

新

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

で

も

同

様

）

。

そ

の

際

、

各

種

の

手

続

き

が

必

要

に

な

る

ほ

か

、

出

国

し

て

い

る

間

は

新

規

の

買

付

け

が

で

き

な

い

。

　

し

か

し

、

こ

う

し

た

取

扱

い

が

存

在

し

て

も

、

金

融

機

関

は

同

対

応

を

と

る

こ

と

が

義

務

で

は

な

い

た

め

、

金

融

庁

に

よ

れ

ば

、

特

段

の

制

限

な

く

対

応

し

て

い

る

金

融

機

関

も

あ

れ

ば

、

対

象

商

品

の

範

囲

が

限

定

さ

れ

る

場

合

や

未

対

応

の

金

融

機

関

が

あ

る

と

い

う

。

　

そ

こ

で

、

同

庁

は

９

月

に

主

要

銀

行

等

や

地

方

銀

行

の

協

会

、

日

本

証

券

業

協

会

と

そ

れ

ぞ

れ

行

っ

た

意

見

交

換

会

で

、

こ

の

よ

う

な

対

応

状

況

を

顧

客

が

把

握

し

て

い

な

い

場

合

に

は

、

予

期

せ

ず

課

税

口

座

に

払

い

出

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

か

ね

な

い

と

指

摘

。

各

金

融

機

関

に

対

応

状

況

を

し

っ

か

り

と

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

で

公

表

す

る

こ

と

や

口

座

開

設

時

等

に

説

明

を

行

っ

た

り

す

る

な

ど

、

顧

客

の

利

便

性

向

上

の

観

点

か

ら

対

応

す

る

よ

う

要

請

し

た

。

こ

う

し

た

要

請

を

受

け

て

か

、

９

月

以

降

、

複

数

の

金

融

機

関

か

ら

顧

客

の

海

外

転

勤

時

の

対

応

を

拡

充

す

る

発

表

が

な

さ

れ

て

い

る

。

　

特

定

受

託

事

業

者

に

係

る

取

引

の

適

正

化

等

に

関

す

る

法

律

（

い

わ

ゆ

る

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

保

護

法

）

が

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

。

こ

れ

を

前

に

公

正

取

引

委

員

会

と

厚

生

労

働

省

は

�

月

�

日

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

取

引

の

状

況

に

つ

い

て

の

実

態

調

査

の

結

果

を

公

表

し

た

。

こ

の

中

で

、

同

法

の

内

容

を

知

ら

な

い

（

「

内

容

は

よ

く

知

ら

な

い

が

、

名

前

は

知

っ

て

い

る

」

と

「

知

ら

な

い

」

の

合

計

」

）

と

回

答

し

た

割

合

が

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

へ

の

委

託

者

で

�

・

５

％

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

で

�

・

３

％

に

上

り

、

法

律

の

認

知

度

の

低

さ

が

浮

き

彫

り

と

な

っ

た

。

　

調

査

は

Ｗ

Ｅ

Ｂ

ア

ン

ケ

ー

ト

形

式

で

今

年

５

月

�

日

か

ら

６

月

�

日

に

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

と

の

関

連

が

あ

る

と

思

わ

れ

る

業

界

の

事

業

者

団

体

と

し

て

、

関

係

府

省

庁

か

ら

登

録

さ

れ

た

事

業

者

団

体

等

の

会

員

等

事

業

者

を

対

象

に

実

施

さ

れ

、

委

託

者

３

７

６

１

件

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

１

５

３

９

件

か

ら

回

答

が

あ

っ

た

。

　

同

法

施

行

後

に

問

題

と

な

り

得

る

行

為

を

、

委

託

者

側

が

過

去

に

し

た

こ

と

が

あ

る

か

を

た

ず

ね

る

質

問

で

、

最

も

し

た

こ

と

が

あ

っ

た

行

為

は

、

価

格

転

嫁

を

受

け

入

れ

な

か

っ

た

（

買

い

た

た

き

）

で

�

・

４

％

、

次

い

で

十

分

に

協

議

を

行

わ

な

い

報

酬

の

決

定

（

買

い

た

た

き

）

で

�

・

２

％

、

不

当

な

経

済

上

の

利

益

の

提

供

要

請

の

�

・

４

％

の

順

だ

っ

た

。

　

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

側

が

過

去

に

受

け

た

こ

と

が

あ

る

同

行

為

は

、

十

分

に

協

議

を

行

わ

な

い

報

酬

の

決

定

（

買

い

た

た

き

）

の

�

・

１

％

、

価

格

転

嫁

を

で

き

な

か

っ

た

（

買

い

た

た

き

）

の

�

・

５

％

、

不

当

な

経

済

上

の

利

益

の

提

供

要

請

の

�

・

８

％

の

順

だ

っ

た

。

同

行

為

の

回

答

割

合

が

高

か

っ

た

上

位

３

業

種

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

公

取

委

と

厚

労

省

は

本

調

査

結

果

等

も

踏

ま

え

、

今

後

、

問

題

事

例

の

多

い

業

種

を

抽

出

し

、

本

年

度

内

に

集

中

調

査

を

実

施

す

る

と

し

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ � �

第３６２４号
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年

末

を

感

じ

る

出

来

事

と

い

え

ば

、

何

が

あ

る

だ

ろ

う

か

。

ハ

ロ

ウ

ィ

ン

か

ら

ク

リ

ス

マ

ス

の

飾

り

つ

け

に

変

わ

っ

た

と

き

、

来

年

の

手

帳

が

販

売

さ

れ

て

い

る

の

を

見

た

と

き

、

紅

白

歌

合

戦

の

歌

手

が

発

表

さ

れ

た

と

き

な

ど

が

よ

く

挙

げ

ら

れ

る

が

、

年

末

調

整

も

そ

の

一

つ

か

★

今

年

の

年

末

調

整

で

は

定

額

減

税

に

関

す

る

事

務

を

行

う

必

要

が

あ

り

、

例

年

以

上

に

複

雑

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

や

年

調

ソ

フ

ト

に

よ

り

、

年

末

調

整

手

続

の

電

子

化

も

進

ん

で

い

る

★

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

手

続

で

は

、

令

和

６

年

１

月

以

降

の

居

住

で

、

対

応

が

完

了

し

た

金

融

機

関

か

ら

「

調

書

方

式

」

に

移

行

す

る

。

こ

れ

に

伴

い

、

確

定

申

告

や

年

末

調

整

で

必

要

と

な

る

年

末

残

高

情

報

は

、

税

務

当

局

か

ら

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

等

を

通

じ

て

通

知

す

る

と

さ

れ

て

い

る

。

今

後

は

、

多

く

の

制

度

で

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

の

利

用

が

前

提

と

な

っ

て

い

く

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｔ

）

６年度以降における新たな取組み

内容 時期

複数存在していたｅ－Ｔａｘの入口を１つ

に整理等

６年５月～

スマホ用電子証明書をスマートフォン（Ａｎｄ

ｒｏｉｄ端末）に搭載することで、マイナンバ

ーカードをかざすことなくｅ－Ｔａｘへの

ログインや送信が可能に

７年１月～

マイページで相続税申告書を作成する際に

必要となる過去の贈与税申告事績（ｅ－Ｔ

ａｘで提出した申告に限る）を確認可

７年１月～

税理士が委任関係を結んだ納税者のマイペ

ージの内容を確認可

７年５月～

　

資

産

評

価

シ

ス

テ

ム

研

究

セ

ン

タ

ー

は

�

日

、

「

令

和

６

年

度

地

方

税

に

お

け

る

資

産

課

税

の

あ

り

方

に

関

す

る

調

査

研

究

中

間

と

り

ま

と

め

～

家

屋

の

附

帯

設

備

に

係

る

固

定

資

産

税

の

課

税

制

度

の

あ

り

方

に

つ

い

て

～

」

を

発

表

し

た

。

そ

の

中

で

、

み

な

し

償

却

資

産

課

税

制

度

に

お

い

て

、

本

来

家

屋

と

し

て

課

税

さ

れ

る

べ

き

附

帯

設

備

を

意

図

的

に

償

却

資

産

と

し

て

課

税

さ

れ

る

こ

と

に

よ

り

、

大

き

な

租

税

回

避

効

果

を

得

て

い

る

事

例

が

生

じ

て

い

る

と

指

摘

。

対

応

策

と

し

て

、

家

屋

と

し

て

課

税

す

べ

き

も

の

は

同

制

度

の

適

用

対

象

外

と

な

る

よ

う

に

法

令

改

正

し

、

附

帯

設

備

の

う

ち

家

屋

と

し

て

課

税

す

べ

き

も

の

の

範

囲

を

法

令

上

明

確

化

す

る

べ

き

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

６

年

確

定

申

告

分

の

振

替

納

付

日

を

公

表

し

た

。

　

６

年

分

の

申

告

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

納

期

限

は

７

年

３

月

�

日

、

振

替

日

は

７

年

４

月

�

日

、

６

年

分

の

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

（

個

人

事

業

者

）

の

納

期

限

は

７

年

３

月

�

日

、

振

替

日

は

７

年

４

月

�

日

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

５

年

度

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

）

手

続

の

利

用

状

況

等

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

は

法

人

税

申

告

が

対

前

年

度

比

１

・

３

㌽

増

の

�

・

２

％

、

所

得

税

申

告

は

同

３

・

６

㌽

増

の

�

・

３

％

、

相

続

税

申

告

は

同

７

・

６

㌽

増

の

�

・

１

％

だ

っ

た

。

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

同

３

・

１

㌽

増

の

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

６

年

度

以

降

に

お

け

る

新

た

な

取

組

み

と

し

て

、

税

理

士

が

委

任

関

係

を

結

ん

だ

納

税

者

の

「

マ

イ

ペ

ー

ジ

」

の

内

容

を

確

認

で

き

る

機

能

に

つ

い

て

は

、

７

年

５

月

か

ら

と

な

っ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

各

申

告

等

に

お

い

て

８

年

度

末

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

の

目

標

も

示

さ

れ

て

お

り

、

法

人

税

申

告

は

�

％

、

所

得

税

申

告

は

�

％

、

相

続

税

申

告

は

�

％

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

法

人

税

申

告

等

に

お

け

る

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

に

つ

い

て

は

、

過

去

公

表

分

も

含

め

て

、

分

母

と

分

子

を

整

合

さ

せ

た

算

定

方

法

な

ど

に

見

直

さ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

４

年

度

の

法

人

税

申

告

の

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

は

、

従

来

の

算

定

方

法

で

は

�

・

１

％

と

な

っ

て

い

る

が

、

新

た

な

算

定

方

法

で

は

�

・

９

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

納

付

手

段

別

の

割

合

は

、

金

融

機

関

の

窓

口

が

同

３

・

１

㌽

減

の

�

％

で

最

も

多

く

、

次

い

で

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

等

が

同

１

・

２

㌽

増

の

�

・

７

％

、

振

替

納

税

が

同

０

・

４

㌽

減

の

�

・

１

％

と

続

い

て

い

る

。

　

な

お

、

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

と

は

、

申

告

等

各

手

続

の

総

件

数

の

う

ち

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

を

利

用

し

て

行

っ

た

も

の

の

件

数

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

件

数

）

が

占

め

る

割

合

。

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

と

は

、

全

納

付

件

数

の

う

ち

、

振

替

納

税

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

口

座

振

替

）

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

等

に

よ

る

電

子

納

税

、

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ

ー

ド

納

付

及

び

ス

マ

ホ

ア

プ

リ

納

付

の

件

数

が

占

め

る

割

合

と

な

っ

て

い

る

。

　

み

な

し

償

却

資

産

課

税

制

度

と

は

、

家

屋

の

附

帯

設

備

で

あ

っ

て

、

当

該

家

屋

の

所

有

者

以

外

の

者

が

そ

の

事

業

の

用

に

供

す

る

た

め

取

り

付

け

た

も

の

で

あ

り

、

か

つ

、

家

屋

に

付

合

し

た

こ

と

に

よ

り

当

該

家

屋

の

所

有

者

が

所

有

す

る

こ

と

と

な

っ

た

も

の

に

つ

い

て

は

、

当

該

取

り

付

け

た

者

の

事

業

の

用

に

供

す

る

こ

と

が

で

き

る

資

産

で

あ

る

場

合

に

限

り

、

当

該

取

り

付

け

た

者

を

も

っ

て

所

有

者

と

み

な

し

、

当

該

附

帯

設

備

の

う

ち

家

屋

に

属

す

る

部

分

は

家

屋

以

外

の

資

産

、

す

な

わ

ち

償

却

資

産

と

み

な

し

て

固

定

資

産

税

を

課

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

も

の

。

　

同

制

度

は

当

初

、

テ

ナ

ン

ト

事

業

者

が

取

り

付

け

た

附

帯

設

備

を

対

象

と

想

定

し

て

創

設

さ

れ

た

も

の

で

、

対

象

と

な

る

附

帯

設

備

の

範

囲

に

つ

い

て

は

法

令

上

、

特

に

限

定

さ

れ

て

い

な

い

が

、

シ

ス

テ

ム

キ

ッ

チ

ン

や

取

付

型

の

空

調

設

備

、

内

装

、

壁

等

を

想

定

し

て

い

た

と

さ

れ

る

。

　

し

か

し

、

主

要

な

課

税

庁

に

対

し

て

調

査

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

給

排

水

設

備

・

ガ

ス

設

備

の

主

管

や

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

等

の

運

搬

設

備

等

、

通

常

事

後

的

な

取

り

付

け

・

取

り

外

し

に

は

家

屋

の

毀

損

を

伴

い

、

家

屋

と

一

体

的

に

整

備

す

る

と

想

定

さ

れ

る

附

帯

設

備

ま

で

も

が

同

制

度

の

適

用

対

象

と

さ

れ

、

償

却

資

産

と

し

て

課

税

さ

れ

て

い

る

実

態

が

あ

る

こ

と

が

判

明

し

た

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

よ

う

な

状

況

の

背

景

と

し

て

、

一

般

的

に

附

帯

設

備

は

家

屋

と

し

て

課

税

さ

れ

る

よ

り

も

償

却

資

産

と

し

て

課

税

さ

れ

た

方

が

将

来

も

含

め

た

税

負

担

は

軽

減

さ

れ

る

傾

向

に

あ

る

た

め

、

こ

れ

を

利

用

し

、

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

等

を

含

む

あ

ら

ゆ

る

附

帯

設

備

を

家

屋

所

有

者

と

は

別

の

法

人

に

意

図

的

に

所

有

さ

せ

、

そ

れ

を

家

屋

所

有

者

へ

貸

し

付

け

る

形

と

す

る

こ

と

で

租

税

回

避

を

図

る

こ

と

が

で

き

る

と

指

摘

。

ま

た

、

こ

う

し

た

租

税

回

避

行

動

を

推

奨

す

る

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

業

者

の

存

在

が

確

認

さ

れ

て

い

る

と

し

て

い

る

。

　

東

京

都

及

び

政

令

市

に

対

し

て

行

っ

た

調

査

で

は

、

�

団

体

中

７

団

体

が

租

税

回

避

行

為

の

可

能

性

が

高

い

な

ど

の

事

例

を

覚

知

し

た

こ

と

が

あ

る

と

し

て

お

り

、

具

体

的

な

事

例

も

示

さ

れ

て

い

る

。

　

対

応

策

と

し

て

は

、

家

屋

と

し

て

課

税

す

べ

き

も

の

は

同

制

度

の

適

用

対

象

外

と

な

る

よ

う

に

法

令

改

正

し

、

附

帯

設

備

の

う

ち

家

屋

と

し

て

課

税

す

べ

き

も

の

の

範

囲

を

法

令

上

明

確

化

す

る

べ

き

と

し

て

い

る

。

具

体

的

な

設

備

は

、

告

示

に

よ

り

列

挙

す

る

形

で

規

定

し

、

給

水

設

備

等

の

主

管

や

中

央

熱

源

方

式

の

空

調

設

備

、

エ

レ

ベ

ー

タ

ー

等

の

運

搬

設

備

等

が

考

え

ら

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

資

産

評

価

シ

ス

テ

ム

研

究

セ

ン

タ

ー

は

、

国

、

地

方

公

共

団

体

等

の

諸

施

策

の

推

進

に

資

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

昭

和

�

年

５

月

１

日

に

設

立

さ

れ

、

資

産

の

状

況

及

び

そ

の

評

価

の

方

法

に

関

す

る

調

査

研

究

を

行

っ

て

い

る

。

そ

の

目

的

達

成

の

た

め

全

て

の

地

方

公

共

団

体

が

会

員

と

な

っ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

８

、

９

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

調

査

査

察

部

長

会

議

を

行

っ

た

。

調

査

関

係

で

は

、

主

な

議

題

と

し

て

「

リ

ス

ク

・

ベ

ー

ス

・

ア

プ

ロ

ー

チ

（

Ｒ

Ｂ

Ａ

）

に

基

づ

く

調

査

事

務

運

営

の

推

進

」

「

調

査

部

事

務

に

お

け

る

Ｄ

Ｘ

の

推

進

」

「

中

期

的

な

観

点

に

よ

る

情

報

収

集

」

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

な

ど

に

つ

い

て

議

論

し

た

。
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ページ数 変更内容等

�

参考：「雇用安

定助成金額」

及び「役務の

提供の対価と

して支払を受

ける金額」に

ついて

「※」部分の説明における

文言を変更

�

移転雇用者給

与等支給額を

求める算式

「※４」を追加

�

分割承継法人

等における比

較雇用者給与

等支給額の調

整計算の算式

等

①分割等が適用

事業年度におい

て行われた場合 算式等の

文言を変

更②分割等が前事

業年度において

行われた場合

「※月別移転給与等支給額

とは、…」を追加

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

賃

上

げ

促

進

税

制

の

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

（

全

企

業

・

中

堅

企

業

向

け

）

を

更

新

し

た

。

主

な

変

更

点

は

表

の

と

お

り

。

分

割

等

が

あ

っ

た

場

合

の

税

額

控

除

額

の

計

算

に

お

け

る

、

分

割

承

継

法

人

等

に

お

け

る

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

調

整

計

算

に

お

い

て

、

算

式

の

文

言

が

変

更

さ

れ

て

い

る

。

　

分

割

等

が

あ

っ

た

場

合

の

税

額

控

除

額

の

計

算

は

、

最

初

に

、

分

割

に

伴

い

移

転

し

た

従

業

員

の

数

を

用

い

て

、

分

割

に

よ

り

変

動

し

た

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

で

あ

る

、

移

転

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

を

求

め

、

そ

の

上

で

、

分

割

等

が

行

わ

れ

た

時

期

及

び

分

割

法

人

等

ま

た

は

分

割

承

継

法

人

等

で

あ

る

か

に

よ

っ

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

方

法

で

比

較

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

の

調

整

計

算

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

分

割

承

継

法

人

等

で

は

、

分

割

等

に

よ

り

増

加

し

た

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

を

加

算

調

整

す

る

と

し

て

お

り

、

①

分

割

等

が

適

用

事

業

年

度

に

お

い

て

行

わ

れ

た

場

合

と

②

分

割

等

が

前

事

業

年

度

に

お

い

て

行

わ

れ

た

場

合

に

お

け

る

算

式

の

文

言

が

変

更

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

伴

い

、

そ

れ

ぞ

れ

の

例

に

お

け

る

文

言

も

変

わ

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

変

更

後

の

算

式

で

表

記

さ

れ

て

い

る

「

月

別

移

転

給

与

等

支

給

額

」

に

つ

い

て

の

説

明

も

追

加

さ

れ

て

い

る

。

　

経

済

産

業

省

が

�

日

に

開

催

し

た

我

が

国

の

民

間

企

業

に

よ

る

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

投

資

の

促

進

に

関

す

る

研

究

会

（

座

長

＝

土

井

丈

朗

慶

応

大

学

教

授

）

の

第

７

回

会

合

で

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

が

来

年

４

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

の

を

前

に

、

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

公

表

時

期

や

今

後

の

制

度

設

計

に

当

た

っ

て

の

残

さ

れ

た

論

点

と

対

応

方

針

案

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

ア

ジ

ェ

ン

ダ

（

日

程

）

案

で

は

�

月

中

に

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

を

実

施

し

、

年

内

を

目

途

に

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

を

公

表

す

る

予

定

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

は

、

研

究

開

発

拠

点

と

し

て

の

立

地

競

争

力

強

化

の

た

め

、

国

内

で

自

ら

研

究

開

発

し

た

知

的

財

産

権

か

ら

生

じ

る

一

定

の

所

得

に

つ

い

て

所

得

控

除

を

行

う

新

た

な

租

税

特

別

措

置

。

対

象

と

な

る

知

的

財

産

は

特

許

権

、

Ａ

Ｉ

関

連

の

プ

ロ

グ

ラ

ム

の

著

作

権

（

６

年

４

月

１

日

以

降

に

取

得

し

た

も

の

）

で

、

対

象

所

得

は

譲

渡

所

得

、

ラ

イ

セ

ン

ス

所

得

（

海

外

へ

の

譲

渡

に

伴

う

譲

渡

所

得

お

よ

び

関

連

者

か

ら

の

所

得

を

除

く

）

、

所

得

控

除

率

は

�

％

、

措

置

期

間

は

７

年

間

な

ど

と

な

っ

て

い

る

。

　

た

だ

、

対

象

と

な

る

知

的

財

産

権

の

範

囲

や

対

象

と

な

る

知

的

財

産

権

由

来

の

所

得

の

詳

細

等

の

ほ

か

、

税

制

適

用

プ

ロ

セ

ス

も

明

確

に

な

っ

て

い

な

い

部

分

が

多

く

、

今

後

、

省

令

等

で

示

さ

れ

る

。

ま

た

、

民

間

企

業

の

知

的

財

産

の

ラ

イ

セ

ン

ス

契

約

や

譲

渡

契

約

お

よ

び

会

計

上

・

税

務

上

の

取

扱

い

の

実

態

を

踏

ま

え

、

制

度

の

運

用

上

の

解

釈

を

明

確

に

す

る

こ

と

な

ど

を

目

的

に

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

を

策

定

す

る

。

　

こ

の

日

の

会

合

で

は

、

こ

れ

ら

に

つ

い

て

の

対

応

方

針

案

が

示

さ

れ

、

例

え

ば

、

税

制

適

用

プ

ロ

セ

ス

に

つ

い

て

、

税

制

の

適

用

に

当

た

り

制

度

対

象

知

的

財

産

で

あ

る

こ

と

や

そ

の

知

的

財

産

に

関

連

す

る

研

究

開

発

の

判

別

に

つ

い

て

、

経

産

省

で

確

認

・

証

明

を

行

う

こ

と

を

省

令

や

告

示

で

規

定

す

る

こ

と

、

Ａ

Ｉ

関

連

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

の

著

作

物

で

あ

る

こ

と

は

専

門

的

な

知

見

が

必

要

で

あ

る

た

め

、

事

前

に

業

界

団

体

が

確

認

を

行

っ

て

Ａ

Ｉ

関

連

で

あ

る

こ

と

の

証

明

書

を

経

産

省

に

提

出

す

る

申

請

書

に

添

付

す

る

こ

と

を

検

討

し

て

い

る

こ

と

な

ど

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

対

応

方

針

案

の

中

に

は

税

務

当

局

と

調

整

中

の

事

項

も

多

く

含

ま

れ

て

い

る

。

　

個

々

の

法

人

の

税

務

に

関

す

る

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

状

況

や

、

事

業

内

容

、

申

告

・

決

算

内

容

、

把

握

さ

れ

た

非

違

の

内

容

と

改

善

状

況

な

ど

各

種

要

素

の

分

析

に

基

づ

き

税

務

リ

ス

ク

を

判

定

し

、

そ

の

リ

ス

ク

に

応

じ

た

的

確

な

調

査

選

定

と

適

正

な

事

務

量

配

分

を

実

践

す

る

「

Ｒ

Ｂ

Ａ

の

調

査

事

務

運

営

の

推

進

」

で

は

、

重

点

的

に

取

り

組

む

べ

き

分

野

へ

優

先

的

に

事

務

量

を

配

分

す

る

た

め

に

新

た

に

策

定

し

た

評

価

指

標

を

踏

ま

え

た

令

和

６

事

務

年

度

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

を

交

換

。

ま

た

、

税

務

に

関

す

る

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

充

実

に

向

け

た

取

組

み

を

、

一

層

効

果

的

に

機

能

さ

せ

る

観

点

か

ら

、

有

効

な

効

果

検

証

方

法

等

に

つ

い

て

検

討

し

た

。

「

調

査

部

事

務

に

お

け

る

Ｄ

Ｘ

の

推

進

」

の

議

題

で

は

、

調

査

事

務

に

お

け

る

デ

ー

タ

活

用

の

さ

ら

な

る

推

進

に

向

け

た

今

後

の

検

討

課

題

等

に

つ

い

て

、

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

「

中

期

的

な

観

点

に

よ

る

情

報

収

集

」

で

は

、

戦

略

的

な

情

報

企

画

及

び

租

税

回

避

ス

キ

ー

ム

等

に

係

る

取

組

状

況

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

行

い

、

業

界

を

リ

ー

ド

す

る

大

法

人

の

調

査

の

際

に

、

最

先

端

取

引

な

ど

新

し

い

動

き

を

い

ち

早

く

キ

ャ

ッ

チ

ア

ッ

プ

し

て

情

報

を

収

集

し

、

組

織

で

管

理

し

て

く

こ

と

を

確

認

し

た

。

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

で

は

、

２

年

度

に

国

際

課

税

の

充

実

を

図

る

た

め

、

国

内

の

資

本

金

１

億

円

以

上

の

大

規

模

法

人

と

国

際

取

引

を

行

っ

て

い

る

企

業

な

ど

の

国

際

分

野

を

一

体

と

し

て

調

査

で

き

る

体

制

へ

再

編

し

て

か

ら

４

年

が

経

過

し

た

こ

と

か

ら

、

新

体

制

で

の

事

務

運

営

が

う

ま

く

稼

働

し

て

い

る

か

の

評

価

と

各

種

取

組

み

か

ら

把

握

さ

れ

て

い

る

今

後

の

課

題

に

つ

い

て

検

討

し

、

そ

の

対

応

に

つ

い

て

各

局

が

意

見

を

交

換

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

デ

ジ

タ

ル

イ

ン

ボ

イ

ス

普

及

に

向

け

、

調

査

課

が

所

管

す

る

大

規

模

法

人

に

対

応

し

た

ア

プ

ロ

ー

チ

に

よ

る

周

知

広

報

に

つ

い

て

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

　

他

方

、

査

察

関

係

で

は

、

６

年

度

の

査

察

部

門

の

事

務

運

営

の

基

本

方

針

を

踏

ま

え

、

上

半

期

ま

で

の

取

組

状

況

の

検

証

・

評

価

及

び

下

半

期

の

取

組

方

針

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

を

交

換

。

ま

た

、

将

来

に

わ

た

っ

て

査

察

の

パ

フ

ォ

ー

マ

ン

ス

を

維

持

・

向

上

さ

せ

る

た

め

、

基

盤

と

な

る

人

材

及

び

職

場

環

境

に

着

目

し

た

取

組

み

に

つ

い

て

こ

れ

ま

で

議

論

を

重

ね

て

き

た

が

、

こ

の

取

組

み

の

浸

透

・

継

続

に

向

け

た

各

局

の

状

況

等

に

つ

い

て

話

し

合

い

、

有

効

事

例

を

共

有

し

て

い

く

こ

と

と

し

た

。

　

国

税

庁

全

体

の

方

針

を

踏

ま

え

た

査

察

事

務

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

へ

の

対

応

に

つ

い

て

、

同

庁

が

説

明

。

具

体

的

に

は

、

７

年

度

に

導

入

さ

れ

る

ガ

バ

メ

ン

ト

ソ

リ

ュ

ー

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス

（

Ｇ

Ｓ

Ｓ

）

と

、

８

年

度

に

導

入

さ

れ

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

を

見

据

え

た

査

察

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

今

後

の

事

務

運

営

に

つ

い

て

説

明

が

あ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

６

年

度

税

制

改

正

で

保

全

差

押

え

等

を

解

除

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

期

限

が

延

長

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

そ

の

執

行

面

の

対

応

に

つ

い

て

も

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



国税庁

の幹部

に聞く

徴収部長

田島　伸二

　

今

事

務

年

度

の

管

理

運

営

事

務

に

お

け

る

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

今

事

務

年

度

の

徴

収

事

務

に

お

け

る

取

組

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

大

口

・

悪

質

な

滞

納

事

案

へ

の

対

応

に

つ

い

て

お

聞

か

せ

く

だ

さ

い

。

　

た

じ

ま

・

し

ん

じ

　

昭

和

�

年

国

税

庁

入

庁

。

平

成

７

年

海

南

税

務

署

長

、

�

年

関

東

信

越

国

税

局

総

務

部

長

、

�

年

国

税

庁

長

官

官

房

参

事

官

、

令

和

元

年

国

税

庁

課

税

部

課

税

総

括

課

消

費

税

室

長

、

２

年

国

税

庁

課

税

部

法

人

課

税

課

長

、

３

年

国

税

庁

長

官

官

房

企

画

課

長

、

５

年

札

幌

国

税

局

長

、

６

年

７

月

か

ら

現

職

。

　

「

納

税

者

の

自

発

的

な

納

税

義

務

の

履

行

を

適

正

か

つ

円

滑

に

実

現

す

る

。

」

と

い

う

国

税

庁

の

使

命

を

果

た

し

て

い

く

た

め

に

は

、

納

税

者

の

皆

様

か

ら

理

解

と

信

頼

を

得

る

こ

と

が

重

要

で

す

。

　

管

理

運

営

事

務

は

、

納

税

者

の

申

告

・

申

請

等

の

情

報

の

管

理

や

国

税

の

収

納

・

還

付

に

関

す

る

事

務

を

所

掌

し

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

事

務

は

、

納

税

者

の

権

利

や

義

務

に

直

接

影

響

を

及

ぼ

す

も

の

で

あ

る

た

め

、

厳

正

か

つ

的

確

に

事

務

処

理

を

実

施

す

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

　

ま

た

、

国

税

庁

で

は

、

複

数

の

税

務

署

に

お

け

る

内

部

事

務

を

国

税

局

の

業

務

セ

ン

タ

ー

で

集

約

し

て

処

理

す

る

「

内

部

事

務

の

セ

ン

タ

ー

化

」

を

進

め

て

お

り

、

税

務

署

と

業

務

セ

ン

タ

ー

が

緊

密

に

連

携

し

な

が

ら

最

大

限

効

率

化

で

き

る

体

制

の

構

築

に

取

り

組

ん

で

い

る

ほ

か

、

「

税

務

行

政

の

デ

ジ

タ

ル

・

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

―

税

務

行

政

の

将

来

像

２

０

２

３

―

」

の

実

現

に

向

け

て

、

特

に

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

は

、

自

宅

や

事

務

所

か

ら

納

付

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

な

ど

便

利

な

手

続

で

す

。

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

口

座

振

替

で

あ

る

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

な

ど

多

様

な

納

付

方

法

を

取

り

揃

え

て

お

り

ま

す

。

特

に

、

納

付

件

数

が

多

い

源

泉

所

得

税

な

ど

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

拡

大

に

向

け

て

積

極

的

な

利

用

勧

奨

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

ま

た

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

を

よ

り

便

利

に

使

っ

て

い

た

だ

け

る

よ

う

、

本

年

４

月

か

ら

、

自

動

ダ

イ

レ

ク

ト

と

い

う

機

能

を

追

加

し

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

電

子

申

告

を

す

る

際

に

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

を

行

う

旨

の

意

思

表

示

を

行

う

こ

と

で

、

納

税

者

等

が

別

途

納

付

指

図

を

行

う

こ

と

な

く

、

法

定

納

期

限

に

自

動

で

口

座

振

替

に

よ

り

納

付

で

き

る

機

能

で

す

。

　

令

和

５

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

に

つ

い

て

は

、

滞

納

整

理

中

の

も

の

の

額

が

、

全

税

目

で

９

２

７

６

億

円

、

前

年

度

よ

り

３

２

８

億

円

（

＋

３

・

７

％

）

増

加

、

消

費

税

で

３

５

８

０

億

円

、

前

年

度

よ

り

１

７

１

億

円

（

＋

５

・

０

％

）

増

加

し

ま

し

た

。

　

こ

う

し

た

状

況

も

踏

ま

え

、

当

庁

で

は

、

滞

納

の

未

然

防

止

に

つ

い

て

、

①

　

チ

ラ

シ

・

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

の

活

用

、

各

種

説

明

会

等

を

通

じ

た

期

限

内

納

付

に

関

す

る

広

報

・

周

知

、

②

　

税

理

士

等

に

も

働

き

か

け

つ

つ

、

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

や

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

等

に

よ

る

電

子

納

税

及

び

振

替

納

税

な

ど

、

多

様

な

納

付

手

段

の

利

用

勧

奨

、

③

　

令

和

６

年

分

確

定

申

告

な

ど

に

向

け

た

、

予

納

ダ

イ

レ

ク

ト

の

活

用

等

に

よ

る

計

画

的

な

納

税

資

金

の

準

備

の

呼

び

掛

け

、

④

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

等

に

よ

る

個

々

の

納

税

者

に

対

す

る

納

期

限

前

後

の

納

付

指

導

、

な

ど

の

取

組

に

努

め

て

い

る

ほ

か

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

開

設

し

て

い

る

「

納

税

に

関

す

る

総

合

案

内

」

に

こ

れ

ら

の

納

税

に

関

す

る

情

報

を

集

約

し

、

納

税

者

の

方

の

ス

ム

ー

ズ

な

ア

ク

セ

ス

を

可

能

に

し

て

お

り

ま

す

。

　

ま

た

、

滞

納

の

整

理

促

進

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

個

々

の

実

情

を

十

分

に

踏

ま

え

つ

つ

、

法

令

等

に

基

づ

き

、

①

　

納

税

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

に

お

い

て

は

、

新

規

発

生

滞

納

事

案

を

幅

広

く

所

掌

し

て

、

早

期

か

つ

集

中

的

に

効

果

的

・

効

率

的

な

催

告

を

実

施

し

、

②

　

国

税

局

・

税

務

署

で

は

、

大

口

・

悪

質

事

案

や

処

理

困

難

事

案

に

対

し

て

重

点

的

に

厳

正

・

的

確

な

滞

納

処

分

等

を

行

う

ほ

か

、

③

　

消

費

税

滞

納

に

つ

い

て

は

、

局

署

を

通

じ

て

消

費

税

滞

納

を

含

む

滞

納

事

案

の

完

結

に

向

け

た

確

実

な

処

理

を

行

う

な

ど

に

よ

り

、

適

切

に

対

応

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

上

記

の

ほ

か

、

徴

収

事

務

に

お

い

て

は

Ａ

Ｉ

・

デ

ー

タ

分

析

等

に

よ

る

徴

収

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

に

も

取

り

組

ん

で

い

ま

す

。

　

滞

納

整

理

に

当

た

っ

て

は

、

滞

納

者

に

連

絡

を

取

る

必

要

が

あ

り

ま

す

が

、

電

話

や

臨

場

を

し

て

も

様

々

な

理

由

に

よ

り

接

触

で

き

な

い

場

合

が

あ

り

ま

す

。

そ

こ

で

、

昨

年

に

引

き

続

き

、

個

々

の

滞

納

者

の

情

報

や

過

去

の

架

電

履

歴

等

の

デ

ー

タ

を

分

析

し

、

滞

納

者

が

電

話

に

応

答

す

る

可

能

性

の

高

い

曜

日

・

時

間

帯

を

予

測

す

る

モ

デ

ル

を

構

築

し

、

集

中

電

話

催

告

セ

ン

タ

ー

室

に

お

い

て

こ

の

応

答

予

測

モ

デ

ル

に

基

づ

い

て

架

電

す

る

取

組

を

行

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

滞

納

者

と

の

接

触

方

法

に

つ

い

て

、

電

話

、

臨

場

及

び

文

書

に

よ

る

催

告

の

う

ち

、

接

触

で

き

る

可

能

性

の

高

い

方

法

を

予

測

す

る

モ

デ

ル

を

構

築

し

、

効

率

的

な

接

触

と

そ

れ

に

よ

る

効

率

的

な

滞

納

整

理

の

実

施

を

目

指

し

て

い

ま

す

。

　

大

口

・

悪

質

事

案

に

対

し

て

は

、

捜

索

、

差

押

え

、

公

売

等

の

滞

納

処

分

を

的

確

に

実

施

し

、

特

に

、

財

産

の

隠

蔽

等

に

よ

り

滞

納

処

分

の

執

行

を

免

れ

よ

う

と

す

る

事

案

に

つ

い

て

は

、

滞

納

処

分

免

脱

罪

の

告

発

を

行

う

な

ど

、

厳

正

に

対

処

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

処

理

困

難

事

案

に

対

し

て

は

、

広

域

運

営

に

よ

る

支

援

、

適

時

の

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

編

成

な

ど

で

組

織

的

に

対

応

す

る

と

と

も

に

、

訴

訟

に

よ

る

解

決

が

必

要

な

事

案

に

つ

い

て

は

、

詐

害

行

為

取

消

訴

訟

や

差

押

債

権

取

立

訴

訟

等

の

原

告

訴

訟

を

提

起

す

る

な

ど

、

法

的

手

段

を

積

極

的

に

活

用

し

て

ま

い

り

ま

す

。

　

ま

た

、

国

際

的

な

徴

収

回

避

に

対

し

て

は

、

租

税

条

約

等

に

基

づ

く

徴

収

共

助

の

要

請

等

を

行

っ

て

お

り

、

今

後

も

国

外

送

金

等

調

書

や

Ｃ

Ｒ

Ｓ

（

共

通

報

告

基

準

）

情

報

な

ど

に

よ

り

国

外

財

産

を

把

握

す

る

と

と

も

に

、

条

約

上

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

事

案

に

つ

い

て

確

実

に

徴

収

共

助

を

要

請

す

る

な

ど

、

引

き

続

き

国

際

的

な

滞

納

事

案

に

対

す

る

徴

収

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

で

ま

い

り

ま

す

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

「

税

制

は

政

治

な

り

」

と

い

う

言

葉

が

あ

る

が

、

そ

れ

は

真

実

で

あ

り

、

宿

命

で

あ

る

。

け

だ

し

、

ど

の

よ

う

な

税

制

で

あ

っ

て

も

、

そ

れ

に

よ

っ

て

得

を

す

る

人

と

損

を

す

る

人

が

い

る

以

上

、

ど

の

よ

う

な

税

制

に

す

る

か

は

、

国

民

の

負

託

を

受

け

た

政

治

家

（

国

会

）

の

判

断

に

委

ね

ざ

る

を

得

な

い

か

ら

で

あ

る

。

　

か

と

い

っ

て

、

そ

の

政

治

家

が

ど

の

よ

う

な

税

制

に

す

る

か

を

独

自

に

判

断

す

る

（

で

き

る

）

わ

け

で

な

く

、

納

税

者

や

専

門

家

の

意

見

を

聴

い

て

判

断

す

る

こ

と

に

な

る

が

、

具

体

的

に

は

、

納

税

者

の

代

表

機

関

で

あ

る

日

本

商

工

会

議

所

、

日

本

医

師

会

、

経

団

連

等

の

業

界

団

体

の

意

見

を

聴

く

こ

と

に

な

る

。

政

治

家

に

と

っ

て

も

、

そ

れ

ぞ

れ

の

業

界

団

体

は

選

挙

の

と

き

票

を

持

っ

て

い

る

か

ら

、

決

し

て

疎

か

に

は

で

き

な

い

こ

と

に

な

る

。

　

そ

し

て

、

秋

は

、

ま

さ

に

「

税

」

の

シ

ー

ズ

ン

で

あ

る

。

例

年

、

各

業

界

団

体

は

、

秋

ま

で

に

翌

年

度

税

制

改

正

の

要

望

事

項

を

取

り

ま

と

め

、

ま

ず

、

監

督

官

庁

に

説

明

・

要

望

し

、

次

い

で

、

監

督

官

庁

と

と

も

に

、

あ

る

い

は

独

自

に

財

務

省

主

税

局

や

与

党

税

制

調

査

会

所

属

の

国

会

議

員

等

に

対

し

て

、

要

望

事

項

の

説

明

や

陳

情

を

繰

り

返

す

こ

と

に

な

る

。

そ

の

成

果

が

、

毎

年

�

月

中

旬

に

年

中

行

事

と

し

て

公

表

さ

れ

る

与

党

の

「

令

和

○

○

年

度

税

制

改

正

大

綱

」

に

結

び

つ

く

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

年

中

行

事

と

し

て

行

わ

れ

る

税

制

改

正

要

望

の

中

で

、

特

に

、

中

小

企

業

団

体

か

ら

毎

年

の

よ

う

に

出

さ

れ

る

も

の

と

し

て

、

「

相

続

税

法

に

お

け

る

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

額

の

引

下

げ

」

が

あ

る

。

も

と

よ

り

、

非

上

場

株

式

の

価

額

の

評

価

は

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

で

あ

れ

ば

「

そ

の

時

の

価

額

」

の

解

釈

の

問

題

で

あ

り

、

相

続

税

法

で

あ

れ

ば

「

時

価

」

の

解

釈

の

問

題

で

あ

る

か

ら

、

税

制

と

は

関

係

な

い

は

ず

で

あ

る

。

　

し

か

も

、

そ

の

解

釈

は

、

学

説

判

例

に

お

い

て

、

右

の

三

税

法

に

お

い

て

も

、

「

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

る

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

客

観

的

交

換

価

値

で

あ

る

と

解

さ

れ

て

お

り

、

決

着

が

つ

い

て

い

る

は

ず

で

あ

る

。

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

例

年

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

額

引

下

げ

が

税

制

改

正

要

望

に

出

さ

れ

る

の

は

そ

れ

な

り

の

理

由

が

あ

る

。

そ

れ

は

、

法

解

釈

と

税

制

を

混

同

し

て

い

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

　

そ

の

最

た

る

も

の

は

、

相

続

税

法

上

の

「

時

価

」

に

つ

い

て

は

、

相

続

と

い

う

偶

発

性

や

非

取

引

性

等

に

鑑

み

、

財

産

評

価

基

本

通

達

に

お

い

て

全

て

の

財

産

の

「

時

価

」

の

評

価

額

（

評

価

方

法

）

を

定

め

て

い

る

と

こ

ろ

、

政

府

税

制

調

査

会

「

昭

和

�

年

度

税

制

改

正

答

申

」

に

お

い

て

、

「

小

会

社

の

株

式

に

つ

い

て

も

一

部

類

似

業

種

比

準

方

式

を

適

用

す

べ

し

」

旨

の

答

申

が

あ

り

、

そ

れ

が

実

現

し

た

こ

と

が

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

に

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

額

の

引

下

げ

の

要

望

が

根

強

い

の

は

、

中

小

企

業

に

お

け

る

事

業

承

継

の

円

滑

化

の

要

請

が

あ

る

か

ら

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

事

業

承

継

対

策

は

、

ま

さ

に

政

策

的

措

置

で

あ

り

、

税

制

で

措

置

さ

れ

る

べ

き

課

題

で

は

あ

る

。

そ

の

た

め

、

平

成

�

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

初

め

て

租

税

特

別

措

置

法

に

お

い

て

非

上

場

株

式

等

の

価

額

の

減

額

措

置

が

取

ら

れ

、

現

在

の

非

上

場

株

式

等

の

納

税

猶

予

制

度

に

発

展

し

て

い

る

。

　

し

か

し

、

現

在

の

納

税

猶

予

制

度

に

つ

い

て

は

、

そ

の

適

用

要

件

が

厳

し

く

、

専

門

家

で

あ

る

税

理

士

で

さ

え

そ

の

多

く

の

者

が

、

顧

客

に

対

し

て

納

税

猶

予

制

度

の

適

用

に

つ

い

て

二

の

足

を

踏

む

状

況

に

あ

る

。

そ

の

た

め

、

中

小

企

業

側

か

ら

す

る

と

、

売

る

こ

と

も

で

き

な

い

自

社

株

で

あ

れ

ば

、

で

き

る

限

り

評

価

額

を

下

げ

て

く

れ

れ

ば

、

安

心

し

て

代

替

わ

り

（

事

業

承

継

）

が

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

　

こ

の

よ

う

な

中

小

企

業

側

の

事

情

は

と

も

か

く

と

し

て

、

現

在

の

財

産

評

価

基

本

通

達

が

定

め

る

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

額

は

、

本

来

の

価

値

（

客

観

的

交

換

価

値

）

を

大

幅

に

下

回

る

と

い

う

歪

な

状

況

に

な

っ

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

中

小

企

業

側

も

、

「

こ

の

評

価

額

で

相

続

税

又

は

贈

与

税

を

納

め

た

く

な

い

が

、

こ

の

評

価

額

で

他

人

に

は

売

れ

な

い

」

と

い

う

の

が

本

音

で

あ

ろ

う

。

　

現

に

、

財

産

評

価

基

本

通

達

６

項

を

適

用

し

た

課

税

処

分

を

取

り

消

し

た

こ

と

で

注

目

を

集

め

た

東

京

地

裁

令

和

６

年

１

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

非

上

場

株

式

の

一

株

当

た

り

の

価

額

に

つ

き

、

通

達

評

価

額

で

は

８

１

８

６

円

で

あ

っ

た

が

、

他

社

へ

の

取

引

予

定

価

額

は

�

万

５

０

６

８

円

で

あ

っ

た

。

と

も

あ

れ

、

通

常

、

取

引

の

な

い

物

の

価

値

を

評

価

す

る

こ

と

は

至

難

な

こ

と

で

あ

る

。

　第
４回目は、調査手続の質問検査権等

についてです。

　税務調査では、帳簿書類等の提示・提

出を求められます。紙で保存されている

帳簿書類については、そのまま提示・提

出すれば足りますが、電磁的記録（電子

データ）は、どのように対応すればよい

のでしょうか。

　提示する方法は、その帳簿書類等の内

容をディスプレイの画面上で調査担当者

が確認し得る状態にして、提示すること

となります。電子帳簿保存法適用法人は、

当然ですが、適用していない法人につい

ても、電子取引については、同様の対応

が必要になります。

　また、提出する方法としては、次の３

つの方法があります。

　①電磁的記録を調査担当者が確認し得

る状態でプリントアウトする（紙提出）。

　②調査担当者が持参した電磁的記録媒

体への記録の保存（データコピー）。

　③ｅ－Ｔａｘやオンラインストレージ

サービスを利用する。

　いずれの場合も、提出した電磁的記録

等については、調査終了後、確実に廃棄

（消去）されます。

　次に、提示・提出を求められた帳簿書

類等が私物である場合についてです。法

人税調査では、その法人の代表者名義の

個人預金について、事業関連性が疑われ

る場合には、その通帳の提示・提出を求

めることは、法令上認められた質問検査

等の範囲に含まれるものと考えられま

す。スケジュール帳・手帳・メモ帳・個

人用のスマホ・パソコン・タブレットな

どについても私物かどうかの判断は調査

担当者が行います。基本的に、会社に置

いてあるものは、業務に関するものであ

ると判断されると思ってください。

　また、業務上の秘密に関する帳簿書類

等についても、調査担当者が、調査に必

要であると判断した場合には、納税者の

方の理解と協力の下、その承諾を得て、

提示・提出を求められます。なお、調査

担当者には、調査を通じて知り得た秘密

を漏らしてはならない守秘義務が課され

ています。

　次に、調査対象年度より以前の帳簿書

類等を提示するように求められた場合は

どうでしょうか。調査対象以外の税務調

査を行っているように感じてしまいます

が…。

　例えば、調査対象年度の減価償却費の

計上額が正しいかどうかを確認するに

は、その資産の取得価額等を確認する必

要があります。そのため、その資産の取

得年度の帳簿書類等を確認することとな

ります。調査担当者が、調査対象年度の

申告内容を確認するために必要があると

判断したときは、過去の年度の調査書類

等の提示等をお願いされることがありま

すが、調査対象は調査対象年度なので、

過去の調査を行っていることにはなりま

せん。

　したがって、固定資産の取得に関する

帳簿書類等については、少なくとも耐用

年数の期間中は、提示・提出できるよう

に保存しておく必要があるということで

す。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

本

書

は

、

企

業

の

経

理

担

当

者

が

、

法

人

税

申

告

書

を

作

成

す

る

た

め

に

、

日

常

の

税

務

・

会

計

処

理

及

び

決

算

に

際

し

て

注

意

す

べ

き

事

項

や

誤

り

や

す

い

問

題

点

等

に

つ

い

て

、

各

種

事

例

を

豊

富

に

取

り

入

れ

実

務

に

即

し

て

分

か

り

や

す

く

解

説

し

た

も

の

。

　

今

回

の

改

訂

に

あ

た

っ

て

は

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

等

に

お

け

る

、

賃

上

げ

促

進

税

制

、

交

際

費

等

の

損

金

不

算

入

制

度

及

び

研

究

開

発

税

制

の

見

直

し

等

並

び

に

こ

れ

ら

の

改

正

に

対

応

し

た

法

人

税

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

導

入

に

伴

う

消

費

税

等

の

経

理

処

理

等

、

さ

ら

に

は

特

許

権

等

の

譲

渡

に

よ

る

所

得

の

課

税

の

特

例

（

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

）

や

戦

略

分

野

国

内

生

産

促

進

税

制

の

創

設

等

に

関

す

る

改

正

事

項

等

を

収

録

。

　

ま

た

、

〝

法

人

税

申

告

書

記

載

誤

り

の

多

い

事

例

〟

を

収

録

し

、

正

し

い

記

載

例

と

誤

り

の

記

載

例

を

対

比

し

て

分

か

り

や

す

く

解

説

す

る

な

ど

し

て

い

る

。

　

法

人

税

に

お

け

る

重

要

事

項

を

よ

り

詳

し

く

体

系

的

に

理

解

す

る

た

め

の

解

説

書

と

し

て

、

ま

た

、

一

連

の

決

算

事

務

の

た

め

の

実

務

書

と

し

て

幅

広

く

活

用

で

き

る

必

携

書

。

　

Ｂ

５

判

、

１

７

７

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

６

２

７

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

会

社

の

事

業

年

度

の

変

更

及

び

剰

余

金

の

配

当

が

、

請

求

人

の

相

続

税

の

負

担

を

著

し

く

軽

減

し

、

こ

れ

を

意

図

し

て

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

財

産

評

価

基

本

通

達

の

定

め

る

画

一

的

な

評

価

を

行

う

こ

と

が

実

質

的

な

租

税

負

担

の

公

平

に

反

す

る

た

め

、

当

該

評

価

に

よ

る

価

額

を

上

回

る

価

額

と

す

る

こ

と

に

合

理

的

な

理

由

が

あ

る

と

判

断

し

た

。

　

審

査

請

求

人

が

、

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

価

額

を

財

産

評

価

基

本

通

達

の

定

め

る

評

価

方

法

に

よ

り

評

価

し

て

相

続

税

の

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

株

式

の

価

額

を

評

価

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

と

認

め

ら

れ

る

と

し

て

、

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

し

た

価

額

に

基

づ

い

て

更

正

処

分

等

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

そ

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

株

式

の

価

額

を

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

し

た

価

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

こ

と

が

平

等

原

則

に

違

反

す

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

請

求

を

棄

却

し

た

（

令

和

６

年

３

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

、

不

動

産

管

理

等

を

行

う

Ａ

社

（

本

件

会

社

）

の

同

族

株

主

で

あ

る

。

　

請

求

人

の

祖

母

で

あ

り

本

件

会

社

の

代

表

取

締

役

で

あ

る

Ｂ

（

本

件

被

相

続

人

）

は

、

平

成

�

年

４

月

�

日

に

入

院

し

、

同

年

５

月

�

日

、

入

院

先

に

お

い

て

、

�

年

第

○

○

号

遺

言

公

正

証

書

に

よ

る

遺

言

を

し

た

。

　

当

該

遺

言

公

正

証

書

に

は

、

本

件

被

相

続

人

は

、

相

続

開

始

時

に

所

有

す

る

不

動

産

、

預

貯

金

及

び

株

式

等

の

金

融

資

産

並

び

に

貸

付

金

及

び

売

掛

債

権

等

の

債

権

を

含

む

一

切

の

財

産

全

部

を

、

請

求

人

に

相

続

さ

せ

る

旨

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

入

院

中

の

本

件

被

相

続

人

は

、

�

年

７

月

に

死

亡

し

、

本

件

被

相

続

人

に

係

る

相

続

が

開

始

し

た

。

請

求

人

は

、

本

件

相

続

に

よ

り

本

件

被

相

続

人

の

所

有

す

る

財

産

の

全

部

を

取

得

し

た

。

　

本

件

相

続

に

係

る

財

産

及

び

債

務

に

は

、

請

求

人

が

取

得

し

た

本

件

会

社

の

株

式

１

０

８

４

株

（

本

件

株

式

）

並

び

に

請

求

人

が

承

継

し

た

本

件

会

社

に

対

す

る

債

務

（

借

入

金

及

び

未

払

金

）

の

合

計

額

�

億

３

２

０

５

万

５

３

４

円

が

含

ま

れ

て

い

た

。

　

本

件

会

社

の

株

式

は

、

�

年

�

月

�

日

以

降

、

本

件

相

続

が

開

始

す

る

直

前

ま

で

の

間

、

筆

頭

株

主

の

本

件

被

相

続

人

が

１

０

８

４

株

、

本

件

被

相

続

人

の

子

で

あ

る

Ｃ

が

�

株

、

い

ず

れ

も

同

人

の

子

（

本

件

被

相

続

人

の

孫

）

で

あ

る

請

求

人

、

Ｄ

、

Ｅ

及

び

Ｆ

が

各

々

�

株

を

保

有

し

、

以

上

６

名

に

よ

る

筆

頭

株

主

グ

ル

ー

プ

で

１

２

６

０

株

、

議

決

権

割

合

１

０

０

％

を

有

し

て

い

た

。

　

本

件

会

社

は

、

臨

時

株

主

総

会

決

議

に

基

づ

き

、

�

年

５

月

１

日

、

株

主

で

あ

る

６

名

に

対

し

、

剰

余

金

の

配

当

と

し

て

普

通

株

式

１

株

当

た

り

１

０

０

０

円

の

配

当

金

相

当

額

を

振

込

送

金

の

方

法

に

よ

っ

て

支

払

っ

た

（

本

件

配

当

金

支

払

）

。

　

本

件

会

社

は

、

臨

時

株

主

総

会

決

議

に

基

づ

き

、

�

年

５

月

�

日

、

異

動

年

月

日

を

同

年

３

月

１

日

、

異

動

後

の

事

業

年

度

を

同

年

１

月

１

日

か

ら

同

年

５

月

�

日

ま

で

、

す

な

わ

ち

、

決

算

期

を

�

月

�

日

か

ら

５

月

�

日

に

変

更

し

た

こ

と

に

よ

り

、

翌

事

業

年

度

を

同

年

６

月

１

日

か

ら

�

年

５

月

�

日

ま

で

と

す

る

旨

記

載

し

た

異

動

届

出

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

（

本

件

事

業

年

度

変

更

。

本

件

配

当

金

支

払

と

併

せ

て

本

件

各

行

為

）

。

　

原

処

分

庁

は

、

本

件

株

式

を

評

価

通

達

の

定

め

に

よ

っ

て

評

価

す

る

こ

と

が

著

し

く

不

適

当

と

認

め

ら

れ

る

と

し

て

、

本

件

株

式

の

価

額

を

評

価

通

達

６

の

定

め

に

よ

り

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

し

た

。

具

体

的

に

は

、

本

件

株

式

の

価

額

を

�

億

６

３

８

０

万

７

６

０

０

円

（

１

株

当

た

り

３

７

４

万

８

９

０

０

円

）

と

評

価

し

た

（

原

処

分

庁

評

価

額

）

。

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

税

に

つ

い

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

な

お

、

請

求

人

は

、

本

件

申

告

に

お

い

て

、

本

件

会

社

が

評

価

通

達

１

７

８

に

定

め

る

評

価

上

の

区

分

が

中

会

社

に

当

た

る

と

し

て

、

評

価

通

達

１

７

９

の

⑵

の

定

め

に

基

づ

き

、

本

件

株

式

の

価

額

を

�

億

３

１

３

０

万

�

円

（

１

株

当

た

り

１

９

６

万

６

１

４

４

円

）

と

評

価

し

た

。

　

本

件

申

告

に

よ

り

提

出

さ

れ

た

相

続

税

の

申

告

書

に

は

、

分

割

が

確

定

し

た

取

得

財

産

の

価

額

と

し

て

、

本

件

株

式

に

つ

い

て

は

�

億

３

１

３

０

万

�

円

と

記

載

さ

れ

て

い

る

。

　

争

点

は

、

本

件

の

更

正

処

分

に

つ

い

て

、

本

件

株

式

の

価

額

を

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

し

た

価

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

こ

と

が

、

租

税

法

上

の

一

般

原

則

と

し

て

の

平

等

原

則

に

違

反

し

な

い

か

否

か

、

ま

た

、

原

処

分

庁

評

価

額

に

合

理

性

が

あ

る

か

否

か

。

審

判

所

の

判

断

　

①

本

件

会

社

の

本

件

各

行

為

を

行

っ

た

こ

と

に

よ

っ

て

、

請

求

人

の

納

付

す

べ

き

税

額

は

、

本

件

各

行

為

が

行

わ

れ

な

か

っ

た

場

合

に

比

べ

て

、

約

�

％

も

の

減

少

と

な

る

こ

と

か

ら

、

請

求

人

の

相

続

税

の

負

担

は

著

し

く

軽

減

さ

れ

た

と

い

え

、

ま

た

、

②

請

求

人

は

、

本

件

各

行

為

が

近

い

将

来

発

生

す

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

る

本

件

被

相

続

人

か

ら

の

相

続

に

お

い

て

請

求

人

の

相

続

税

の

負

担

を

減

じ

さ

せ

る

も

の

で

あ

る

こ

と

を

知

り

、

か

つ

、

こ

れ

を

期

待

し

て

、

本

件

各

行

為

に

係

る

各

々

の

臨

時

株

主

総

会

を

開

催

し

、

本

件

被

相

続

人

ら

と

意

思

を

相

通

じ

て

賛

成

の

議

決

権

を

行

使

し

た

と

推

認

で

き

る

か

ら

、

本

件

各

行

為

は

請

求

人

の

租

税

負

担

の

軽

減

を

も

意

図

し

て

行

わ

れ

た

も

の

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

　

上

記

①

及

び

②

の

事

情

の

下

に

お

い

て

は

、

本

件

株

式

の

価

額

に

つ

い

て

評

価

通

達

の

定

め

る

方

法

に

よ

る

画

一

的

な

評

価

を

行

う

こ

と

が

、

本

件

各

行

為

の

よ

う

な

行

為

を

せ

ず

、

又

は

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

他

の

納

税

者

と

請

求

人

と

の

間

に

看

過

し

難

い

不

均

衡

を

生

じ

さ

せ

、

実

質

的

な

租

税

負

担

の

公

平

に

反

す

る

と

い

う

べ

き

で

あ

り

、

合

理

的

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

か

ら

、

本

件

株

式

の

価

額

を

国

税

庁

長

官

の

指

示

を

受

け

て

評

価

し

た

価

額

に

よ

る

も

の

と

す

る

こ

と

が

平

等

原

則

に

違

反

す

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　明治期の代表的な音楽家・滝廉太郎の楽曲『花』に登場する隅

田川が、ゆったりと流れる東京都墨田区。

　墨田区は、知る人ぞ知る「音楽の街」だ。昭和�年に「音楽都

市構想」を発表するとともに、今年２月に亡くなった世界的な指

揮者である小澤征爾さんが創設した新日本フィルハーモニー交響

楽団と、全国初のオーケストラ団体と自治体とのフランチャイズ

契約を結んだ。以来、地元のすみだトリフォニーホールを拠点に、

毎年、同区内の全小中学校へ出向くアウトリーチ活動、すみだト

リフォニーホールに聴きに来てもらう音楽鑑賞教室、「はたちの

つどい」での演奏などを続け、子どもたちにオーケストラ、音楽

に触れる機会を届けている。

　同区では、街を元気にするプロジェクトを応援する取組みとし

て、「すみだの夢応援助成事業」を実施し、民間事業者のプロジ

ェクトに対し、「ふるさと納税を活用したクラウドファンディン

グ」の機会を提供し、寄付金は、指定したプロジェクトへの助成

金として交付。寄付者は、共感するプロジェクトを個別に指定し

て応援することができる仕組みとなっている。

　普段、音楽に触れる機会の少ない人に幅広く音楽を届けるため

のこのプロジェクトも、その一つだ。

　寄付金の使途はさまざま。「より多くの音楽との出会いの場を

生み出す」ため、普段なかなか気軽に音楽に触れる機会のない人

（首都圏・全国の中高生や医療・福祉・介護等の施設の利用者な

ど）への新日本フィルの演奏会のチケットプレゼントや、新日本

フィルの楽員が積極的に同区を中心とする街角に出向き演奏する

「まちかどコンサート」の活動などに活用することとしている。

　この「まちかどコンサート」は昨年、向島にある�軒の料亭と、

そこでおもてなしをする�余名の芸者衆で構成されている向嶋墨

堤組合の芸者衆とのコラボコンサートを開催し好評を博し、再演

を予定している。また、豊かな観光資源に溢れ、世界から多くの

観光客が訪れる同区内の宿泊施設や観光拠点と連携し、新日本フ

ィルの演奏に触れることができる機会を作り、宿泊施設でのラウ

ンジコンサート、観光客の集まる場所でのまちかどコンサートな

ども予定しているという。

　寄付の募集は先月２日からスタートし、今年�月�日までとな

っている。目標金額は３５００万円、�月�日現在で１２６０万５０００円が

集まり、達成率は�％だ。

　言葉の垣根を超え、人びとの心を動かす力のある音楽。「日本

と西洋」「伝統と最先端」と、多種多様な文化・芸術が混ざり合

うすみだの街には、音楽を身近に感じることができる環境が脈々

と息づいている。

　

２

０

１

４

年

度

か

ら

青

学

の

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

で

「

租

税

法

」

の

授

業

を

担

当

し

た

。

�

年

前

の

こ

と

で

あ

る

。

法

科

大

学

院

の

授

業

は

、

２

０

１

１

年

度

か

ら

同

じ

青

学

で

受

け

持

っ

て

い

た

が

、

そ

ち

ら

の

授

業

は

「

演

習

」

だ

っ

た

。

だ

か

ら

、

テ

キ

ス

ト

は

使

っ

て

い

な

か

っ

た

。

　

そ

れ

が

２

０

１

４

年

度

か

ら

、

い

よ

い

よ

体

系

的

に

「

租

税

法

」

の

講

義

を

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

「

演

習

」

は

基

本

知

識

を

前

提

に

議

論

し

て

応

用

力

を

鍛

え

る

も

の

だ

っ

た

が

、

講

義

形

式

の

「

租

税

法

」

で

は

、

初

め

て

こ

の

分

野

を

学

ぶ

学

生

も

い

る

。

学

生

に

と

り

、

と

て

も

重

要

な

授

業

に

な

る

と

思

っ

た

。

こ

う

し

て

吟

味

の

結

果

、

教

科

書

に

採

用

し

た

の

が

、

本

書

だ

っ

た

。

　

『

ケ

ー

ス

ブ

ッ

ク

租

税

法

』

は

６

０

０

頁

を

超

え

る

、

大

変

分

厚

い

本

で

あ

る

。

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

で

の

学

習

教

材

と

し

て

つ

く

ら

れ

て

お

り

、

講

義

す

る

教

員

に

は

、

使

い

勝

手

が

よ

い

構

成

に

な

っ

て

い

た

。

　

通

常

の

体

系

書

と

違

い

、

必

要

な

判

例

の

判

決

文

が

そ

の

ま

ま

引

用

さ

れ

て

い

た

。

「

Ｎ

ｏ

ｔ

ｅ

ｓ

＆

Ｑ

ｕ

ｅ

ｓ

ｔ

ｉ

ｏ

ｎ

ｓ

」

で

は

、

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

生

に

問

い

か

け

る

よ

う

な

、

短

め

の

問

題

が

あ

る

。

解

答

は

載

っ

て

い

な

い

の

で

、

講

義

で

補

足

し

た

が

、

こ

の

コ

ー

ナ

ー

の

お

か

げ

で

問

題

意

識

が

明

確

に

な

っ

た

学

生

は

多

い

だ

ろ

う

。

　

判

例

の

引

用

だ

け

で

は

な

い

。

重

要

文

献

に

つ

い

て

、

論

文

の

引

用

ま

で

あ

る

。

日

本

の

所

得

税

の

累

進

税

率

の

推

移

の

グ

ラ

フ

も

掲

載

さ

れ

て

い

た

し

、

必

要

に

応

じ

て

税

制

調

査

会

の

答

申

な

ど

の

情

報

だ

っ

て

引

用

さ

れ

て

い

た

。

　

法

学

書

に

な

い

タ

イ

プ

の

構

成

と

い

え

る

が

、

「

弘

文

堂

ケ

ー

ス

ブ

ッ

ク

」

は

シ

リ

ー

ズ

に

な

っ

て

い

て

、

租

税

法

以

外

の

ラ

イ

ン

ナ

ッ

プ

も

揃

う

。

わ

た

し

は

講

義

用

に

「

租

税

法

」

の

み

を

使

用

し

た

が

、

初

学

者

で

あ

り

な

が

ら

数

年

後

の

司

法

試

験

合

格

を

目

指

す

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

生

に

教

え

る

に

あ

た

り

、

読

ん

で

も

ら

う

べ

き

情

報

が

１

冊

に

集

約

さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ

が

、

極

め

て

有

用

だ

と

感

じ

た

。

　

も

ち

ろ

ん

、

補

助

的

に

、

『

租

税

判

例

百

選

』

（

有

斐

閣

）

や

『

租

税

法

判

例

六

法

』

（

同

）

も

併

用

し

て

講

義

を

し

た

。

そ

れ

で

も

基

本

情

報

が

１

冊

に

ま

と

め

ら

れ

て

い

る

メ

リ

ッ

ト

は

、

講

義

用

の

教

材

と

し

て

は

、

計

り

知

れ

な

い

。

　

分

厚

さ

を

含

め

た

ビ

ジ

ュ

ア

ル

も

、

学

ぶ

意

欲

を

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

生

に

掻

き

立

て

る

も

の

だ

っ

た

と

思

う

。

　

過

去

形

で

述

べ

て

き

た

が

、

絶

版

に

な

っ

た

本

で

は

な

い

。

２

０

０

４

年

の

刊

行

か

ら

版

を

重

ね

、

第

６

版

が

２

０

２

３

年

に

刊

行

さ

れ

た

。

研

究

や

学

部

教

育

で

も

有

用

な

面

が

あ

る

の

で

、

現

在

で

も

研

究

室

の

書

棚

に

最

新

版

を

置

い

て

い

る

。

　

青

学

の

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

は

募

集

停

止

と

な

り

、

授

業

も

数

年

前

に

終

了

し

た

。

他

大

学

の

法

科

大

学

院

の

授

業

担

当

を

し

て

い

る

わ

け

で

も

な

い

の

で

、

本

書

を

み

る

と

、

青

学

の

ロ

ー

ス

ク

ー

ル

で

教

え

た

数

年

間

が

、

自

然

と

懐

か

し

く

蘇

え

る

。

　

独

学

で

体

得

し

た

税

法

だ

が

、

講

義

を

担

当

し

た

こ

と

で

、

授

業

の

予

習

で

も

授

業

後

に

気

づ

い

た

点

の

復

習

で

も

、

こ

の

本

を

数

年

間

、

何

度

も

何

度

も

読

み

続

け

た

。

学

生

に

教

え

る

教

科

書

か

ら

、

わ

た

し

が

１

番

勉

強

さ

せ

て

も

ら

っ

た

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

一

般

社

団

法

人

東

京

法

人

会

連

合

会

（

小

林

栄

三

会

長

）

は

�

日

、

ホ

テ

ル

グ

ラ

ン

ド

ヒ

ル

市

ヶ

谷

で

令

和

６

年

度

「

税

を

考

え

る

週

間

」

協

賛

講

演

会

を

開

催

し

た

。

　

講

演

会

で

は

、

元

熊

本

国

税

局

長

で

日

本

大

学

経

済

学

部

・

同

大

学

院

経

済

研

究

科

教

授

の

脇

本

利

紀

氏

＝

写

真

＝

が

、

「

租

税

教

育

試

論

～

な

ぜ

納

税

の

義

務

を

負

わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

か

～

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

。

　

ま

ず

初

め

に

、

同

会

の

青

栁

晴

久

税

制

税

務

委

員

長

が

あ

い

さ

つ

。

　

引

き

続

き

登

壇

し

た

脇

本

氏

は

、

学

生

た

ち

が

租

税

法

を

学

ぶ

前

段

階

と

し

て

「

な

ぜ

納

税

の

義

務

を

負

わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

の

か

」

を

考

え

て

も

ら

う

際

の

さ

ま

ざ

ま

な

ア

プ

ロ

ー

チ

方

法

に

つ

い

て

説

明

し

、

「

税

を

考

え

る

こ

と

は

政

府

活

動

を

考

え

る

こ

と

に

つ

な

が

る

の

で

、

学

生

た

ち

に

は

有

権

者

と

し

て

税

制

改

正

へ

の

関

心

を

高

め

て

ほ

し

い

と

伝

え

て

い

ま

す

」

と

語

っ

た

。

　

福

岡

・

久

留

米

青

色

申

告

会

（

長

谷

広

信

会

長

）

は

�

日

、

久

留

米

市

の

ハ

イ

ネ

ス

ホ

テ

ル

久

留

米

で

創

立

�

周

年

記

念

式

典

を

開

催

し

た

。

　

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

久

留

米

税

務

署

の

福

山

命

署

長

ら

幹

部

、

九

州

北

部

税

理

士

会

の

野

田

昇

資

副

会

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

式

典

で

は

、

長

谷

会

長

が

あ

い

さ

つ

に

立

ち

、

こ

れ

ま

で

の

同

会

の

歴

史

を

振

り

返

る

と

と

も

に

、

税

務

手

続

き

の

デ

ジ

タ

ル

化

推

進

に

触

れ

な

が

ら

「

会

員

企

業

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

サ

ポ

ー

ト

し

て

い

く

」

と

力

強

く

決

意

を

述

べ

た

。

　

こ

の

後

、

�

年

の

あ

ゆ

み

を

懐

か

し

い

写

真

の

ス

ラ

イ

ド

シ

ョ

ー

で

紹

介

。

次

い

で

「

久

留

米

青

色

申

告

会

デ

ジ

タ

ル

化

宣

言

２

０

２

４

」

を

宣

言

し

、

宣

言

書

を

福

山

署

長

に

手

渡

し

た

＝

写

真

。

　

式

典

後

に

は

、

記

念

講

演

が

行

わ

れ

、

地

元

出

身

で

落

語

家

の

笑

福

亭

風

喬

氏

が

「

師

弟

の

絆

」

の

テ

ー

マ

で

講

演

し

た

の

ち

、

落

語

「

荒

大

名

の

茶

の

湯

」

を

披

露

し

た

。

　

金

沢

税

務

署

（

酒

井

義

久

署

長

）

は

９

月

�

日

、

金

沢

法

人

会

青

年

部

会

主

催

の

「

金

沢

キ

ッ

ズ

フ

ェ

ス

２

０

２

４

」

に

参

加

し

、

ブ

ー

ス

を

出

展

し

た

。

小

学

１

年

生

か

ら

６

年

生

を

対

象

に

税

金

の

大

切

さ

な

ど

を

知

っ

て

も

ら

う

た

め

、

自

分

の

理

想

の

町

づ

く

り

や

ド

リ

ル

を

使

っ

た

ミ

ニ

租

税

教

室

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

小

学

校

を

卒

業

す

る

ま

で

に

１

ク

ラ

ス

１

億

円

以

上

の

税

金

が

使

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

知

る

と

、

児

童

ら

は

と

て

も

驚

き

、

自

分

た

ち

の

身

近

な

と

こ

ろ

で

た

く

さ

ん

の

税

金

が

使

わ

れ

て

い

る

こ

と

を

理

解

し

た

よ

う

だ

っ

た

。

　

最

後

に

１

億

円

の

レ

プ

リ

カ

を

披

露

し

、

児

童

ら

に

重

さ

を

体

験

し

て

も

ら

う

と

、

１

億

円

の

イ

ン

パ

ク

ト

は

大

き

く

、

み

ん

な

喜

ん

で

い

た

。

　

キ

ッ

ズ

フ

ェ

ス

は

今

回

が

初

め

て

の

開

催

だ

っ

た

が

、

多

く

の

児

童

が

来

場

し

、

税

務

署

ブ

ー

ス

も

満

員

御

礼

で

大

盛

況

だ

っ

た

。

　

東

京

・

公

益

社

団

法

人

板

橋

青

色

申

告

会

（

大

戸

孝

宏

会

長

）

は

�

日

、

板

橋

税

務

署

（

黒

子

雅

則

署

長

）

の

協

力

の

も

と

、

同

会

職

員

向

け

に

同

署

管

理

運

営

第

３

部

門

の

杉

本

恵

理

子

統

括

国

税

徴

収

官

と

個

人

課

税

第

１

部

門

の

川

本

か

さ

ね

記

帳

指

導

推

進

官

に

よ

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

研

修

会

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

杉

本

徴

収

官

の

説

明

の

も

と

、

同

会

職

員

が

個

々

の

パ

ソ

コ

ン

と

ス

マ

ホ

を

用

い

、

実

際

に

登

録

や

手

続

き

を

行

っ

た

。

知

っ

て

い

る

よ

う

で

知

ら

な

か

っ

た

こ

と

も

多

く

、

さ

ら

な

る

研

修

と

理

解

の

必

要

性

を

感

じ

、

現

金

納

付

を

行

っ

て

い

る

会

員

に

向

け

、

今

後

も

引

き

続

き

、

各

会

員

に

適

応

す

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

積

極

的

に

勧

め

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

東

京

・

渋

谷

優

法

会

（

八

木

原

保

会

長

）

は

�

日

、

渋

谷

区

の

東

郷

記

念

館

で

経

営

者

研

修

会

を

開

催

し

、

多

数

の

会

員

が

参

加

し

た

。

　

研

修

は

前

後

半

の

２

部

構

成

で

行

わ

れ

、

前

半

は

経

済

ア

ナ

リ

ス

ト

で

日

経

Ｃ

Ｎ

Ｂ

Ｃ

コ

メ

ン

テ

ー

タ

ー

を

務

め

る

田

嶋

智

太

郎

氏

が

「

ど

う

な

る

？

日

本

経

済

ど

う

す

る

？

企

業

経

営

」

と

題

し

て

講

演

。

田

嶋

氏

は

、

す

べ

て

に

出

遅

れ

て

い

る

日

本

経

済

に

は

、

む

し

ろ

多

く

の

「

の

び

し

ろ

」

が

あ

る

と

述

べ

、

今

こ

そ

が

変

革

に

動

き

出

す

絶

好

の

タ

イ

ミ

ン

グ

に

あ

る

と

事

例

を

交

え

な

が

ら

説

明

し

た

。

　

ま

た

、

後

半

は

渋

谷

税

務

署

の

菅

田

進

署

長

が

「

財

政

の

現

状

」

と

題

し

て

講

話

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

名

古

屋

中

税

務

連

絡

協

議

会

（

会

長

＝

池

田

達

哉

名

古

屋

中

間

税

会

会

長

）

は

、

毎

年

、

名

古

屋

市

中

区

内

�

校

の

新

小

学

１

年

生

に

「

税

」

の

イ

ラ

ス

ト

を

描

い

た

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

を

プ

レ

ゼ

ン

ト

し

て

い

る

。

　

今

年

も

名

古

屋

中

税

務

署

（

栢

原

弘

行

署

長

）

が

開

催

す

る

租

税

教

室

で

「

税

」

に

つ

い

て

学

ん

だ

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

１

年

生

２

５

７

人

が

、

こ

れ

か

ら

の

社

会

を

担

う

新

小

学

１

年

生

に

「

税

の

意

義

・

役

割

」

や

「

税

の

大

切

さ

」

を

伝

え

る

た

め

に

イ

ラ

ス

ト

を

デ

ザ

イ

ン

。

第

一

次

審

査

を

通

過

し

た

�

人

が

、

９

月

�

日

に

専

門

学

校

名

古

屋

デ

ザ

イ

ナ

ー

・

ア

カ

デ

ミ

ー

で

、

イ

ラ

ス

ト

に

込

め

た

熱

い

思

い

を

プ

レ

ゼ

ン

テ

ー

シ

ョ

ン

し

た

。

　

こ

の

日

、

最

優

秀

作

品

賞

に

選

ば

れ

た

あ

い

ち

造

形

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

・

洪

禧

鳳

さ

ん

＝

写

真

中

央

＝

の

イ

ラ

ス

ト

が

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

に

印

刷

さ

れ

、

来

年

の

４

月

に

新

小

学

１

年

生

の

手

元

に

届

け

ら

れ

る

。

　

東

京

・

西

新

井

納

税

六

団

体

は

６

日

、

「

税

を

考

え

る

週

間

」

を

前

に

、

納

税

意

識

の

向

上

に

向

け

た

税

の

啓

発

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

及

び

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

周

知

・

利

用

推

進

な

ど

を

目

的

と

し

て

、

ギ

ャ

ラ

ク

シ

テ

ィ

（

文

化

施

設

）

と

西

新

井

大

師

境

内

・

参

道

に

お

い

て

イ

ベ

ン

ト

を

行

っ

た

。

　

ギ

ャ

ラ

ク

シ

テ

ィ

で

は

、

東

京

税

理

士

会

西

新

井

支

部

（

石

田

英

夫

支

部

長

）

の

税

理

士

に

よ

る

「

こ

ど

も

税

金

教

室

」

と

玉

ノ

井

部

屋

力

士

に

よ

る

「

税

金

ク

イ

ズ

」

を

開

催

＝

写

真

。

子

ど

も

た

ち

が

楽

し

み

に

し

て

い

た

力

士

と

の

取

組

み

で

は

、

数

人

が

束

に

な

っ

て

力

士

と

力

比

べ

を

行

っ

た

。

　

ま

た

、

西

新

井

大

師

境

内

で

は

、

足

立

区

立

第

十

四

中

学

校

吹

奏

楽

部

に

よ

る

コ

ン

サ

ー

ト

及

び

玉

ノ

井

部

屋

力

士

に

よ

る

税

金

ク

イ

ズ

も

実

施

し

た

。

　

天

気

に

も

恵

ま

れ

、

境

内

に

い

た

多

く

の

参

拝

者

が

足

を

止

め

、

音

楽

に

合

わ

せ

て

手

拍

子

す

る

な

ど

、

中

学

生

の

演

奏

や

歌

、

踊

り

に

大

い

に

盛

り

上

っ

た

。

玉

ノ

井

部

屋

力

士

に

よ

る

税

金

ク

イ

ズ

で

は

、

義

務

教

育

に

か

か

る

税

金

の

額

や

軽

減

税

率

な

ど

、

身

近

に

感

じ

ら

れ

る

内

容

で

、

そ

の

場

に

い

た

観

客

も

一

緒

に

考

え

て

も

ら

う

よ

い

機

会

と

な

っ

た

。

　

そ

の

後

、

西

新

井

大

師

参

道

で

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

促

進

な

ど

を

広

報

し

な

が

ら

パ

レ

ー

ド

を

行

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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